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1 背景   

平成15年5月、食品の安全性を確保し、国民の健康の保護を図るため、食品衛  

生法（以下「法」という。）の抜本的な改正が行われた。この改正において、農薬、  

飼料添加物及び動物用医薬品・（以下「農薬等」という。）の規制について、いわゆ  

るポジティブリスト制度を改正法の施行後3年を越えない範囲で導入することと  

され、平成18年5月29日から本制度が施行されている。   

これまで、食品中に残留する農薬等については、法第11条に基づき食品毎、農  

薬等毎に残留基準を設定し、その基準を超えて農薬等が残留する食品の販売等が禁  

止されていたが、残留基準が設定されていない農薬等に対しては基本的に規制する  

ことは困難であった。   

本制度では、全ての農薬等について残留基準（いわゆる一律基準を含む）を設定  

し、その基準を超えて農薬等が残留する食品の販売を禁止することとされた。   

本制度の導入により、これまで残留基準が設定されておらず規制の対象とならな  

かった農薬及び食品についても新たに規制の対象とされることとなり、個別に残留  

基準の設定されていないものについてはいわゆる一律基準で規制される。   

この制度の導入の過程において、これまで残留基準が設定されていなかった農薬  

及び食品については、国際基準等を参考に新たな基準を設定したが、農薬は、通常、  

農作物に病害虫の防除等のために使用されるものであるため、直接農薬が使用され  

ることがない畜水産物のうち、飼料由来で農薬の残留の可能性がある畜産物を除く  

魚介類に対しては、米国でごく一部の農薬について基準が設定されている他は参考  

となる国際基準や海外基準も設定されておらず、それらを例外として新たな残留基  

準は設定されていない。   

昨年、滋賀県、島根県及び鳥取県が行った県産シジミの残留農薬検査で、一律基  

準（0．01ppm）を超えて農薬が検出された。原因についてはまだ明確にされていな  

いが、水田等に使用した農薬が何らかの理由で河川等に流出し、河口、湖沼に生息  

するシジミ等に残留したものと考えられている。   

このような事例については、一義的には、農家等の農薬の使用現場において止水  

管理等が適切に行われることが重要であり、不適切な農薬の管理による河川等への  
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流出を前提に魚介類の残留基準等を策定することは適切でない。   

しかしながら、止水管理等の適切な管理がなされても、ドリフト（水路等への直  

接飛散）、降雨、畦畔浸透等により一定程度の農薬が水系へ流出することがあるこ  

とから、このような状況で環境由来で非意図的に農薬が魚介類に残留する可能性も  

否定できない。このため、本研究班ではこのような場合の魚介類中の残留基準設定  

について、そのあり方、設定の方法、設定に必要なデータ等に関する検討を行うこ  

ととした。  

2 残留基準の設定の基本的な考え方   

通常、食品中に残留する農薬の残留基準の設定にあたっては、まず、内閣府食品  

安全委員会において対象とする農薬成分に関する安全性試験成績に基づき一日許  

容摂取量（ADI）の評価が行われる。ADIが設定されれば、厚生労働省におい  

て、作物残留試験成績（＊）から得られる、農薬を適正に使用した場合の最大残留量  

に基づき基準値を設定するが、その際は、食品を通じて摂取する当該農薬の量を国  

民の各食品の摂取量から試算し（暴露評価）、食品を通じた各農薬の暴露量がAD  

Iの80％を超えないことを確認することとしている。   

（＊）：畜産物における投与試験成績を含む。   

しかしながら、上記の基準設定方法は、一般的に農薬を病害虫の防除等の目的  

で農作物に対し適切に使用した結東、残留する場合に適用されるものであり、環  

境由来で非意図的に食品に残留する場合は適用できない。   

JMPR（FAO／WHO合同残留農薬専門家会議）において、外因性の農薬残留に関する  

残留基準の設定方法について1995年、1996年に検討が行われているが、基本的に  

は過去に使用された農薬に関するもので、大規模な残留実態調査を行い、その結  

果を踏まえ基準値を設定するものである。また、これまでこの手法に基づいた基  

準の設定は一部の農畜作物に限られており、魚介類には行われていない。   

本件のように農作物等に使用された農薬が環境由来で魚介類に残留するような  

場合に、これら農薬の魚介類中の残留基準の設定について国際的に確立された方  

法はこれまでのところないが、米国では水生害虫や雑草防除のため，水田や池な  

ど水系に直接処理され，もしくはその近傍で使用され，魚介類への残留が見込ま  

れる農薬については．最高濃度を含む環境水中濃度．代謝，魚介類への蓄積濃度  

等の結果を基に、個別に判断して必要に応じて残留基準が設定される。  
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本研究班では、（》現在使用されている一部の農薬について、適切な管理がなさ  

れた場合でも非意図的に環境を通じて魚介類に残留する懸念があること、②魚介  

類への残留の原因となる農薬の水田等から河川等への流出は、農薬の使用状態、  

河川や湖沼の状況及び気候等の影響を大きく受けること、③魚介類の種類によっ  

て農薬の残留の程度に差があることが考えられること、等様々な要因が関わって  

くることから、魚介類の残留基準設定の手法として残留実態調査の結果によるも  

のではなく、農薬を適正に使用管理した場合の環境中の推定濃度や生物への濃縮  

係数等を用いた評価方法を検討することが適当であると考えた。  

3 残留基準設定の手法  

（1）推定残留量の算出  

農薬が環境由来で魚介類に蓄積する場合、魚介類が生息する環境中の農薬濃度   

とそれを取り込んだ魚介類の体内中での濃縮率が大きく関与する。   

水域環境中の農薬濃度については、既に環境省において公共用水域の水中におけ   

るr環境中予測濃度（PEC：Predicted EnvjronmentalConcentration）」とし   

て評価手法が確立されている。また、農薬取締法に基づく農薬の登録申請にあた   

っては、水産動埴物被害予測濃度（水産PEC）に関する資料の添付が義務づけ   

られており、箕定方法も規定されている。   

また、生物への濃縮性については「生物濃縮係数（BCF：Bio Concentration  

Factor）」として求める試験法のガイドラインが農林水産省でも示されており、  

評価方法が確立している。   

残留基準を設定する際に重要な要素である残留量については、PEC及びBC  

Fの値から「魚介類への推定残留量」を算出し、その量から残留基準値を設定す  

ることとした。  

（2）PECの算出方法  

PECのうち水産PECの算出方法については、農薬取締法第3条第1項第6  

号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定において規定さ  

れており、この方法に準拠することが適当である。なお、水産PECは農薬の使  

用場面（水田使用又は非水田使用）等ごとに段階（Tier）制を設け、第1段階か   

ら順に必要な段階まで算出することとされている。  
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＜PECの基本的考え方＞   

地表流出、ドリフトによる河川への推定流入量を河川流量で割って算出   

＜水田使用農薬＞   第1脚   
農薬が全量水田水に溶解し、分解や土壌・底質への吸着等の影響を受けず、  

そのまま既定の流出率で河Jt伸に流入するものとして算出   第2榊：   
水田中や河川中での農薬の分解や土壌・底質への吸着、止水期間等を考慮し   

て算出   

第3段階（水田PECtier3ト   

算出式は水田PECtier2と同様であるが、実水田での試験結果をパラメー  

タに用いて算出   

＜非水田使用農薬＞   

第1段階（非水田P巨Ctierl） 

既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出   

第2段階（非水田P巨Ctier㌢し：  

ほ場試験等で求めた地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして  

算出   

魚介類への推定残留量の検討に用いる水産PECについて、水田使用農薬に  

関しては、算定に必要なデータが既登録剤ではすべて揃っており，かつ魚介類  

の推定残留量の検討に必要な精密で実濃度に近い水中濃度推定値を示すと考え  

られる水田PECtier2（止水を考慮）を採用することとする。   

非水田使用農薬のPECについても同様の理由から、非水田PECtierlを  

採用することとする。   

水田PECtier2の算定には、水質汚濁性試験による水田水中農薬濃度のデー  

タが用いられるが、農薬取締法に基づく農薬の登録申請に当たっては、土質の異  

なる複数の試験区で水質汚濁性試験を行うこととされている。残留基準の設定に  

必要な水田PECtier2の算定は水質汚濁性試験の試験区ごとに行い、高い方の  

値を用いることとする。   

また、水田及び水田以外のいずれの場面においても使用される農薬については、  

水田PECtier2及び非水田PECtierlのうち最大のものを用いることとす  

る。  
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魚介類への残留基準設定に必要な水産PECの評価期間については、魚介類  

中の農薬濃度が定常状態に達するまでの時間が関係するが、定常状態に達する  

時間は農薬成分ごとに異なる。また、水産PEC自体にはそもそも様々な要因  

が関わっており、実際の算定値をみても各農薬ごとに水中濃度の推移は様々で  

ある。一方、農薬取締法に基づく農薬の登録申請に必要な資料として、水産動  

植物の被害防止に係る農薬登録保留基準への適合性の評価に必要な水産PEC  

は、2日間、3日間及び4日間の評価期間について算出することと農林水産省  

の関係通知（平成14年1月10日付け13生産第3988号及び平成14年  

1月10日付け13生産第3987号）に規定されている。残留基準設定に必  

要な水産PECは、2日間、3日間及び4日間の評価期間の各結果のうち最大  

値を採用することが、環境由来で魚介類に残留する農薬の推定残留量を推定す  

るために適当と考えられる。  

（3）BCFの算出方法   

BCFについては、原則、なんらかの水生生物で得られた実測データを採用す  

ることが適当である。しかし、これまでの報告で、BCFとlog．。Pow（Pow：オク  

タノールー水分配係数）の関係について一定の相関関係が示されていることから、  

BCFの実測データが無い場合においては、log．。Powの値からBCFを算出するこ  

とも可能である。   

なお、その際に用いる関係式は、比較的多くの化学物質について検討が行われ  

たIsnardらの報告にある次のものが適当であると考えられた。  

IoglOBCF＝0．80tlog10Pow－0，52  

また、BCFについては、同一農薬であっても魚種間で差があることが報告さ  

れている。BCFの算出にあたっては、実測値あるいは算出値になんらかの補正  

を行う必要があると考えられた。1snardらの報告にある関係式について、原報で  
採用されているBCFの各データからこの関係式の95％信頼上限値を算出したと  

ころ、loglOPowの値によって異なるものの、95％信頼上限値は、関係式から求めら  

れるBCF値に対して、loglOPow値が3．5の場合3．7倍、loglOPow値が4の場合  

4．1倍，tOglOPow値が5の場合4．8倍であった。一方、我が国の水田使用農薬の  

logl。Pow値についてみると、5を超えるものは少数であることから、log－OPow値  

が5の場合の95％信頼上限値より補正値は5とするのが適当であると考えられ  

た．  

（4）推定残留量を考慮した残留基準の設定の考え方  

魚類と貝類は、生態等が異なることから、本来であればそれぞれ区別して残  
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留基準を検討すべきである。しかし、貝類におけるBCFの算出については、  

現時点では算出に係る試験法も確立していない等、非常に知見が乏しい。また、  

BCFについて魚類と貝類のBCF間の相関関係も明らかではない。このよう  

な状況下においては、貝類のBCFについて個別のデータがない場合にあって  

は、当面、コイ等の魚類のBCFを用いて算出した推定残留量に基づいて、貝  

類の基準値を設定するのが現実的であると考えられる。今後、貝類におけるB  

CF等に関する知見が蓄積されれば、必要に応じ、それらの知見を踏まえて基  
準を設定することも検討すべきある。  

魚介類の残留基準の設定に当たって、その基礎となる推定残留量の算定に際  

し、水産PECについては最大値を採用していること、BCFについては魚種差  

を考慮した補正を行っていることから、さらなる不確実係数を考慮する必要はな  

いものと考えられる。  

4 まとめ   

以上の検討を踏まえ、環境由来により非意図的に魚介類に残留する農薬の残  

留基準は、その基礎となる推定残留量を次により算出し、設定することが適当  

であると考えられる。  

水産動植物被害予測濃度（水産PEC）＊1×（生物濃縮係数（BCF）＊2×5）  

＊1農薬取締法第3条第1項第6号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬   

登録保留基準の設定における規定に準拠。  

＊2 原則、実測値。実測値がない場合は次の関係式により算出。  

log10BCF＝0．80・loglOPow－0．52   

なお、暴露評価にあたっては、基本的には基準値を用いた理論最大摂取量  

（TMDt：Theoreticat Maximum Dailylntake）による評価を行うことが適切と考え  

る。しかしながら、水中の農薬濃度については、内水面とそれ以外（内海、内湾  

及び遠洋沖合）で約5倍もしくはそれ以上の差があるとの報告もあることから、  

必要に応じこゐ状況も考慮した暴露試算も可能と考える。   

本研究班では、現時点での限られた資料に基づき、環境由来で非意図的に魚介  

類に残留する農薬の残留基準の設定手法について検討を行った。   

今後、魚介矧こおける濃縮性や残留実態等に関する新たな知見の集積により、必  

要に応じ本手法について見直しの検討を行うべきである。また、引き続き、関係  

省庁が連携しこの分野の調査研究を行い、データを集積していくことが望まれる。  
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Daphnia，algae，and musseIs：771e SCience of the7bta／Ehviror抑ent，109／  

110，38了－394   

14 T．Okayama（1987）：Fate and behavior of herbicides，Butachlor，CNP，   

Chlomethoxynil，and Simetrynein river water，ShelIfish，and sediments  

Of theishigakiriver：戊／／／．b7Viron．Cb〝tam 7bxico／．，39，555－562  

15 T．Phyama，et al．（1986）：l，3，5－Trichloro－2－（4→nitrophenoxy）benzene（CNP）   

in water，Sediments，and shellfish of thelshikaririver：及／／／．  

励レ／rα7．α〉〃ra呪 加／cβ／‥ 37，344－349   

16 P．lsnard，S．Lambert（1988）：Estimating bioconcentation factors from  

OCtanOトwater partition coefficient and aqueous solubiIity：  

α7仰印加′e，17，2ト34   

17 第10回農業資材審議会農薬分科会（平成1了年6月22日開催）参考資料1  
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国民平均、幼′ト児、妊婦、高齢者別の農産物・畜水産物摂取量  
（平成10～12年の国民栄養調査の結果より）  

1日当たりの農産物摂取量（g）  

国民平均   高齢者  妊婦   小児  
（65歳以上）  （1～6歳）   

米 ※米加工品   185．1   188．8   139．7   97．7   

小麦   116．8   83．4   123．4   82．3   

大麦   5．9   3．6   0．3   0．1   
ライ麦   0．1   0．1   0．1   0．1   
トウモロコシ   2．5   0．8   2．7   4．3   
ソバ   3．7   4．8   1．4   0．8   

その他の穀類   0．3   0．3   0．5   0．2   

大豆 ※加工品   56．1   58．8   45．5   33．7   
小豆類（含インゲン、ササゲ、レンズ）   1．4   2．7   0．1   0．5   
エンドウ   0．3   0．4   0．3   0．1   
ソラマメ   0．2   0．4   0．1   0．1   
ラッカセイ   0．5   0．6   0．2   0．3   
その他の豆類   0．1   0．1   0．1   0．1   

ばれいしょ   36．6   27．0   39．8   21．3   
さといも類（含やつがしら）   11．6   17．3   7．9   5．7   
かんしょ   15．7   16．8   13．8   17．7   

やまいも（長いも）   2．6   4．3   1．6   0．5   
こんにやくいも   12．9   13，4   11．0   5．7   
その他のいも類 ※いも類加工品   0．4   0．4   0．8   0．3   

てんさい   4．5   4．0   3．4   3．7   
さとうきび ※輸入砂糖   13．4   12．1   10．3   11．3   

だいこん類（含ラディッシュ）（根）   45．0   58．5   28．7   18．7   
だいこん類（含ラディッシュ）（葉）   2．2   3．4   0．9   0．5   

かぶ類（根）   2．6   4．2   0．7   0．7   
かぶ類（葉）   0．5   1．1   0．3   0．1   
西洋ワサビ   0．1   0．1   0．1   0．1   
クレソン   0．1   0．1   0．1   0．1   

はくさい   29．4   31．7   21．9   10．3   
キャベツ（含芽キャベツ）   22．8   19．9   22．9   9．8   
ケール   0．1   0．1   0．1   0．1   
こまつな   4．3   5．9   1．6   2．0   

きょうな   0．3   0．3   0．1   0．1   
チンゲンサイ   1．4   1．9   1．0   0．3   
はなやさい（カリフラワー）   0．4   0．4   0．1   0．1   
はなやさい（ブロッコリー）   4．5   4．1   4．7   2．8   
その他のアブラナ科野菜   2．1   3．1   0．2   0．3   

ゴボウ   4．5   5．2   2．4   1．6   
サルシフイー   0．1   0．1   0．1   0．1   
アーティチョーク   0．1   0．1   0．1   0．1   

チコリ   0．1   0．1   0．1   0．1   
エンダイブ   0．1   0．1   0．1   0．1   

しゆんぎく   2．5   3．7   1．9   0．6   

レタス（含チシヤ、サラダナ）   6．1   4．2   6．4   2．5   

その他のきく科野菜   0．4   0．7   0．5   0．1   

たまねぎ   30．3   22．6   33．1   18．5   

ねぎ（含リーキ）   11．3   13．5   8．2   4．5   
ニンニク   0．3   0．3   0．1   0．1   

にら   1．6   1．6   0．7   0．7   
アスパラガス   0．9   0．7   0．4   0．3   

ワケギ   0．2   0．3   0．1   0．1   

その他のゆり科野菜   0．9   1．8   0．1   0．1   
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1日当たりの農産物摂取量（g）  

国民平均   高齢者  妊婦   小児  
（65歳以上）  （1～6歳）   

にんじん   24．6   22．3   25．1   16．3   
パースニップ   0．1   0．1   0．1   0．1   

パセリ   0．1   0．1   0．1   0．1   

セロリ   0．4   0．4   0．3   0．1   

みつば   0．2   0．2   0．1   0．1   

その他のせり科野菜   0．1   0．3   0．1   0．1   

トマト   24．3   18．9   24．5   16．9   

ピーマン   4．4   3．7   1．9   2．0   

ナス   4．0   5．7   3．3   0．9   

その他のなす科野菜   0．2   0．3   0．1   0．1   

きゅうり（含ガーキン）   16．3   16．6   10．1   8．2   

かぼちや（含スカッシュ）   9．4   11．5   6．9   5．8   

しろうり（野菜）   0．3   0．8   0．1   0．1   

スイカ（果実）   0．1   0．1   0．1   0．1   

メロン類（果実）   0．4   0．3   0．1   0．3   

まくわうり（果実）   0．1   0．1   0．1   0．1   

その他のうり科野菜   0．5   0．7   2．3   0．1   

ほうれん草   18．7   21．7   17．4   10．1   

たけのこ   2．0   1．7   2．6   0．7   

おくら   0．3   0．3   0．2   0．2   

しょうが   0．6   0．7   0．7   0．2   

未成熟えんどう   0．6   0．6   0．7   0．2   

未成熟インゲン   1．9   1．8   1．8   1．2   

えだまめ   0．1   0．1   0．1   0．1   

マッシュルーム   0．3   0．1   0．6   0．2   

しいたけ   4．7   4．9   3．8   1．8   

その他のきのこ類   9．8   9．9   7．7   4．0   

その他の野菜   12．6   12．2   9．6   9．7   

みかん   41．6   42．6   45．8   35．4   

なっみかん   0．1   0．1   0．1   0．1   

なっみかんの皮   0．1   0．1   0．1   0．1   

なっみかんの果実全体   0．1   0．1   0．1   0．1   
レモン   0．3   0．3   0．3   0．2   
オレンジ（含ネーブルオレンジ）   0．4   0．2   0．8   0．6   
グレープフルーツ   1．2   0．8   2．1   0．4   

ライム   0．1   0．1   0．1   0．1   

その他のかんきつ   0．4   0．6   0．1   0．1   

りんご   35．3   35，6   30．0   36．2   

日本なし   5．1   5．1   5．3   4．4   

西洋なし   0．1   0．1   0．1   0．1   

マルメロ   0．1   0．1   0．1   0．1   

びわ   0．1   0．1   0．1   0．1   

もも   0．5   0．1   4．0   0．7   

ネクタリン   0．1   0．1   0．1   0．1   

アンズ（含アプリコット）   0．1   0．1   0．1   0．1   

スモモ（含プルーン）   0．2   0．2   1．4   0．1   

ウメ   1．1   1．6   1．4   0．3   

おうとう（チェリー）   0．1   0．1   0．1   0．1   
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1日当たりの農産物摂取量（g）  

国民平均   高齢者  妊婦   小児  
（65歳以上）  （1～6歳）   

イチゴ   0．3   0．1   0．1   0．4   
ラズベリー   0．1   0．1   0．1   0．1   
ブラックベリー   0．1   0．1   0．1   0．1   
ブルーベリー   0．1   0．1   0．1   0．1   
クランベリー   0．1   0．1   0．1   0．1   
ハックルベリー   0．1   0．1   0．1   0．1   

その他のペリー類   0．1   0．1   0．1   0．1   

ブドウ   5．8   3，8   1．6   4．4   

かき   31．4   49．6   21．5   8．0   

バナナ   12．6   17．7   8．7   11．3   

キウイー   1．8   2．0   1．1   1．3   
パパイヤ   0．1   0．1   0．1   0．1   
アボカド   0．2   0．2   0．1   0．1   
パイナップル   0．8   0．5   0．1   1．0   
グアバ   0．1   0．1   0．1   0．1   
マンゴー   0，1   0．1   0．1   0．1   

パッションフルーツ   0．1   0．1   0．1   0．1   

ナツメヤシ   0．1   0．1   0．1   0．1   

その他の果実   3．9   1．7   1．4   5．9   

ひまわり（種子）   0．1   0．1   0．1   0．1   

ゴマ（種子）   1．0   1．4   0．4   0．6   

べにばな（種子）   0．1   0．1   0．1   0．1   

綿実（種子）   0．1   0．1   0．1   0．1   

なたね   8．4   5．3   8．2   5．0   

その他のオイルシード   0．1   0．1   0．1   0．1   

ぎんなん   0＿1   0．2   0．1   0．1   

くり   0．7   0．8   0．1   1．3   

ペカン   0．1   0．1   0．1   0．1   

アーモンド   0．1   0．1   0．1   0．1   

クルミ   0．1   0．1   0．1   0．1   

その他のナッツ   0．1   0．1   0．1   0．1   

茶   3、0   4．3   3．5   1．4   

コーヒー旦   2、6   1．4   1．5   0．1   

カカオ豆   0．3   0．2   0．4   0．3   

ホップ   0．1   0．1   0．1   0．1   

みかんの皮   0．1   0．1   0．1   0．1   

その他のスパイス   0．1   0．1   0．1   0．1   

その他のハーブ   0．1   0．1   0．1   0．1  

1日当たりの畜水産物摂取量（g）  

国民平均   高齢者  妊婦   小児  
（65歳以上）  （1～6歳）   

牛・豚・羊・馬・山羊の筋肉及び脂肪   56．2  59．7   32．4   
牛・豚・羊・馬・山羊の食用部分（筋肉及び脂肪を除く）   1．3  0．8   0．5   
乳   142．7  183．1   197．0   
家きんの肉類   20．2  16．2   18．5   
家きんの卵類   40．2  29．3   
魚介類   94．1  42．8  

国民平均   高齢者  妊婦   小児  
（65歳以上）  （1～6歳）   

平均体重（kg）   53．3   54．2   55．6   15．8   
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食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について  

1）食品健康影響評価結果を受けたもの  

案件   根拠条文   
意見聴取  

文書番号   
結果通知  食品安全委員会からの通知を受け  

年月日  年月日   文書番号   て取った措置等   

平成19年4月24日部会審議  

ロ  動物用医薬品の残留基準の設定（ジフロ  食品安全基本法  H17．08．22  厚生労働省発食安第0822003号  H17．08，25  府食第827号     キサシン）  第24条第1項第1号  平成19年5月31日分科会審議   

2  動物用医薬品の残留基準の設定（エトキ サゾール）  食品安全基本法 第24条第1項第1号  H15．08．05  厚生労働省発食安第0805006号  Hl臥05．18  府食第400号  

平成19年4月24日部会審議  

3  動物用医薬品の残留基準の設定（ドラメ  食品安全基本法  H17．09．13  厚生労働省発食安第0913006号  H18．06．08  府食第466号     クテン）  第24条第1項第1号  平成19年5月31日分科会審議   

食品安全基本法  平成18年12月11日部会審議  

4  農薬の残留基準の設定（ノ／くルロン）   第24条第1項第1号  平成19年2月26日分科会審議  
第24条第2項   

H18．7．18   
告示準備中   

動物用医薬品の残留基準の設定（イベ  
5   ルメクテン）   食品安全基本法 第24条第1項第1号 第24条第2号  Hl臥4．21 H18．7，18  厚生労働省発食安第0421002号 厚生労働省発食安第0718038号  H18．‖．30  府食第959号   平成19年3月12日部会審議 平成19年3月26日分科会審議  

WTO通報中   

食品安全基本法  H17．9．13  厚生労働省発食安第0913009号   平成19年3月12日部会審議  

6  動物用医薬品の残留基準の設定（プラジ クアンテル）        H18．11．30  府食第960号      第24条第1項第1号  H18．4．21  厚生労働省発食安第0421003号  平成19年3月26日分科会審議  
第24条第2項   H18．7．18  厚生労働省発食安第0718023号  WTO通報中   

7  農薬の残留基準の設定（クロチアニジ  

ン）   食品安全基本法 第24条第1項第1号 第24条第2項  H17．10．4 Hl臥7．18  厚生労働省発食安第100400】号 厚生労働省発食安第0718028号  H18．12．07  府食第987号   平成18年12月＝日部会審議 平成19年2月26日分科会審議  

告示準備中   

平成19年5月25日部会審議  8  動物用医薬品の残留基準の設定（フル  食品安全基本法 第24条第1項第1号 第24条第2項  H17．9．13  厚生労働省発食安第0913005号  H18．12．14  府食第1005号     ニキシン）   H18．7，18  厚生労働省発食安第0718020号  平成19年6月22日部会審議予定   

9  農薬の残留基準の設定（アゾキシストロ ビン）  食品安全基本法 第24条第1項第1号 第24条第2項  H16．11．30 H18．7．18  厚生労働省発食安第1130001号 厚生労働省発食安第0718005号  H18．†2，21  府食第1030号  平成19年3月12日部会審議 平成19年5月31日分科会審議 WTO通報中   
動物用医薬品の残留基準の設定（セフ  

10   チオフル）   食品安全基本法 第24条第1項第1号 第24条第2項  H17且13 H18．7．18  厚生労働省発食安第0913008号 厚生労働省発食安第0718022号  H19．01．18  府食第00059号  平成19年5月25日部会春吉義   
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案件   根拠条文   
意見聴取  

文書番号   
結果通知  食品安全委員会からの通知を受け  

年月日  年月日   文書番号   て取った措置等   

平成19年2月14日部会審議  

皿  
平成19年3月26日分科会審議  
WTO通報中  

動物用医薬品の残留基準の設定（メロキ  
12   食品安全基本法 第24条第1項第1号 第24条第2号  H18．4．21 H18．7．18  厚生労働省発食安第0421001号 厚生労働省発食安第0718037号  H19．03．22  府食第302号  

食品安全基本法  

13  農薬の残留基準の設定（クロルピリホ ス）   第24条第1項第1号 第24条第2項  H16．10．29 H18．7．18  厚生労働省発食安第1029002号 厚生労働省発食安第0718004号  H19．03．22  府食第304号  

平成19年4月24日部会審議  

14  動物用医薬品の残留基準の設定（アポ  食品安全基本法  H19．03．19  厚生労働省発食安第0319002号  H19．03．23  府食第303号     ／くルシン）  第24条第2項  平成19年5月31日分科会審議   

15  農薬の残留基準の設定（ジメトモルフ）  食品安全基本法 第24条第1項第1号 第24条第2号  H18．5．23 H18．7．18  厚生労働省発食安第0523001号 厚生労働省発食安第0718039号  H19．04．05  府食第334号   平成19年4月24日部会審議 平成19年5月31日分科会審議   

平成19年4月24日部会審議  

16  農薬の残留基準の設定（シフルメトフェ  食品安全基本法  H17．10．21  厚生労働省発食安第1021004号  H19．04，19  府食第390号     ン）  第24条第1項第1号  平成19年5月31日分科会審議   

農薬の残留基準の設定（フルフエノウス   
食品安全基本法  

17  第24条第1項第1号 第24条第2項  6．8．3日18．7．  厚生労働省発食安第0803002号  H19．04．19  府食第391号   平成19年4月24日部会審議  

農薬の残留基準の設定（フエンブコナ  
18   ゾール）   食品安全基本法 第24条第1項第1号 第24条第2項  H18．2．27 H18．7、18  厚生労働省発食安第0227002号 厚生労働省発食安第0718036号  H19．04．26  府食第431号   平成19年5月25日部会審議   

19  農薬の残留基準の設定（ビフエントリン）  食品安全基本法 第24条第1項第1号 第24条第2項  H17．7．25 H18．7．18  厚生労働省発食安第0725002号 厚生労働省発食安第0718013号  H19．05．10  府食第459号  

平成19年3月12日部会審議  

20  動物用医薬品の残留基準の設定（ニトロ フラン類）  食品安全基本法 第24条第2項  H19．01．12  厚生労働省発食安第0112018号  H19．05．10  府食第461号  平成19年3月26日分科会審議  
平成19年5月31日告示  



案件   根拠条文   
意見聴取  

文書番号   
結果通知  食品安全委員会からの通知を受け  

年月日  年月日   文書番号   て取った措置等   

21  農薬及び動物用医薬品の残留基準の設 定（アミトラズ）  食品安全基本法 第24条第2項  H18．11．06  厚生労働省発食安第1106001号  H19．05．17  府食第482号  

22  動物用医薬品の残留基準の設定（トリ ニューモウイルス感染症生ワクチン）  食品安全基本法 第24条第1項第1号  H19．01．12  厚生労働省発食安第0112003号  H19．05．17  府食第478号   平成19年5月25日部会審議   

動物用医薬品の残留基準の設定（豚丹 トコフェロ 

23   毒（酢酸ールアジュ′くント加）不  
第24条第1項第1号   

H19．01．12  厚生労働省発食安第0112004号  H19．05．17  府食第479号   平成19年5月25日部会審議   

活化ワクチン）   

24  動物用医薬品の残留基準の設定（テルミ コシン）  食品安全基本法 第24条第2項  H19．01．12  厚生労働省発食安第01120り号  H19．05，17  府食第480号  

25  農薬の残留基準の設定（ジクロトホス）  食品安全基本法 第24条第2項  H18．12．18  厚生労働省発食安第1218007号  H19．05．24  府食第502号  

農薬の残留基準の設定（シニドンエチ  

26   ル）   第24条第2項   
H18．12．18  厚生労働省発食安第1218008号  H19．05．24  府食第503号   平成19年6月22日部会審議予定   

27  動物用医薬品の残留基準の設定（エチ プロストントロメタミン  食品安全基本法 第24条第2項  H18．10．16  厚生労働省発食安第1016001号  H19．05．31  府食第535号  

28  動物用医薬品の残留基準の設定（カナ マイシン）  食品安全基本法 第24条第2項  Hl臥12．18  厚生労働省発食安第1218005号  H19．05．31  府食第536号  

29  動物用医薬品の残留基準の設定（パロ モマイシン）  食品安全基本法 第24条第2項  H19．01．12  厚生労働省発食安第0112019号  H19．05．31  府食第537号  

30  動物用医薬品の残留基準の設定（ベン ジルペニシリン）  食品安全基本法 第24条第2項  H19．02，05  厚生労働省発食安第0205012号  H19．05．31  府食第538号  
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